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厚
生
労
働
省

〇

告
示
第

号

経
済
産
業
省

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
小
企
業
等
の
経
営
強
化

に
関
す
る
基
本
方
針
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
同
条
第

四
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
し
、
令
和
七
年

月

日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年

月

日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
４

経
営
力
向
上

第
４

経
営
力
向
上

１

（
略
）

１

（
略
）

資料２
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２

経
営
力
向
上
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

２

経
営
力
向
上
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

売
上
高
が
百
億
円
を
超
え
る
ま
で
の
目
標
期
間

（
新
設
）

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一

年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）
第
十
六
条
第
三
項

の
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
て
経
営
力
向
上
計

画
の
認
定
の
申
請
を
行
お
う
と
す
る
特
定
事
業
者
等

は
、
経
営
力
向
上
に
係
る
事
業
の
実
施
を
通
じ
て
百

億
円
を
超
え
る
売
上
高
を
目
指
す
期
間
（
以
下
「
目

標
期
間
」
と
い
う
。
）
を
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
目
標
期
間
は
十
年
を
超
え
な
い
も
の
と
す

る
。

四

（
略
）

三

（
略
）
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３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）


